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科
医
院

松
田
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科
ク
リ
ニ
ッ
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生
活
保
護
法
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昭
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十
五

た
め
の
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療
を
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当
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せ
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年
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一
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称
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院
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告
示
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一
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年
三
月
十
一

医
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名

称
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内
科
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内
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も
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ニ
ッ
ク

医
療
法
人
信
明
会
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宮
医
院

浜
田
内
科
循
環
器
科 告
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口
県
告
示
第
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機

柳
井
市
新
庄
一
五
二
九
の
一

岩
国
市
玖
珂
町
五
〇
六
三

光
市
室
積
松
原
四
番
三
号

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

日

山
口

機

関

所

在

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
九
六
六

防
府
市
戎
町
一
丁
目
八
番
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八
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国
市
玖
珂
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三
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積
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大
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一
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武
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阿
武
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大
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奈
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八

一
日

山
口

機

関

所
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防
府
市
戎
町
一
丁
目
八
番
一
八

岩
国
市
麻
里
布
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三
丁
目
二
〇

号柳
井
市
新
庄
一
五
二
八
の
五

示

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地
の
一

平
成
二
三
、

二
、

号

〃

一
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一

〃

〃

〃

五
六
の

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

廃

止

年
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日
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号
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二
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三
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〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

条
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規
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よ
り
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定
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た
。

〃〃〃 の一〃 一 療
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示
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ひ
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ま
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里

小
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サ
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事
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阿
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大
字
宇
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五
一

田
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町
診
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予

防
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業
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称

所

在

田
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萩
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字
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二
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の

田

田
町
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萩
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字

町
二
二
の

年
法
律
第
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四
十
四
号
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第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

県
知
事

二

井

関

成

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
都

シ
ョ
ン

防
大
小
松
三

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

〃

二
、

武
町
二
二

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

一
、

東
田

八

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地東
田
八

介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

平
成
二
三
、
一
、

東
田

八

通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
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規
定
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よ
り
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た
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二
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境
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線
（

・

・

＋
三
・

２

第
二
区

岩
国
市
飯
田
町
二
丁
目
二
八

２

第
二
区

岩
国
市
飯
田
町
二
丁
目
二
八

区
域

１

第
一
区

次
の
１
の
地
点
か
ら
６
の
地

成
四
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

室
木
木
材
埠
頭
岸
壁
取
付
護
岸

年
十
二
月
五
日
付
け
指
令
港
湾

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

埋
立
区
域

位
置

１

第
一
区

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

事
業
地

岩
国
市
山
手
町
三
丁
目
、
山
手
町

口
県
告
示
第
百
六
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る

施
行
者
の
名
称

岩
国
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
四

岩
国
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三

岩
国
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
二

事
業
施
行
期
間

三
二
メ
ー
ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た

〇
一
及
び
二
八
〇
二
地
先
公
有

〇
一
及
び
二
八
〇
二
地
先
公
有

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
６

・

＋
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル
）

と
の
境
界
線
及
び
１
の
地
点
と

第
八
七
四
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可

岩
国
港
港
湾

山
口
県

山
口
県
知

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四
丁
目
及
び
今
津
町
六
丁
目

第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第

工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た

・
二
百
一
岩
国
大
竹
道
路

・
二
十
三
元
町
錦
見
線

・
四
十
二
岩
国
南
道
路
線

区
域

水
面

水
面

の
地
点
と
７
の
地
点
を
結
ぶ
平

に
お
け
る
公
有
水
面
と
岩
国
港

７
の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
七

さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と

管
理
者

事

二

井

関

成

ま
で

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

。

２

第
二
区

二
二
、
四
七
〇
・
七

二

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

面
積

１

第
一
区

二
二
、
七
一
五
・
六

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点

７
の
地
点

６
の
地
点

８
の
地
点

基
準
点
か

９
の
地
点

８
の
地
点

の
地
点

９
の
地
点

の
地
点

の
地
点

次
の
８
の
地
点
か
ら

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

岩
国
市
立

六
秒
東
経
一

か
ら
一
〇
八

２
の
地
点

１
の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点

五
平
方
メ
ー
ト
ル

か
ら
一
三
四
度
三
三
分
一
〇
秒
九

か
ら
一
三
五
度
〇
一
分
一
三
秒
四

か
ら
一
三
四
度
三
九
分
四
二
秒
一

か
ら
一
三
四
度
二
八
分
四
九
秒
一

か
ら
二
二
四
度
三
二
分
二
八
秒
一

二
平
方
メ
ー
ト
ル

か
ら
四
四
度
四
五
分
二
〇
秒
二
二

か
ら
四
四
度
二
六
分
二
二
秒
三
八

か
ら
四
四
度
一
四
分
四
七
秒
一
五

か
ら
四
四
度
二
八
分
二
四
秒
二
四

か
ら
一
三
四
度
三
〇
分
一
五
秒
二

か
ら
一
三
四
度
四
九
分
〇
五
秒
二

か
ら
一
三
四
度
二
七
分
一
四
秒
四

か
ら
一
三
四
度
一
六
分
一
〇
秒
一

か
ら
四
四
度
二
八
分
二
四
秒
三
九

か
ら
一
三
四
度
三
七
分
四
七
秒
一

か
ら
二
二
四
度
三
九
分
〇
九
秒
一

か
ら
三
一
四
度
一
七
分
〇
四
秒
一

ら
一
〇
四
度
三
四
分
五
六
秒
一
、

か
ら
四
四
度
四
二
分
一
二
秒
九
・

か
ら
一
三
三
度
五
三
分
二
八
秒
〇

か
ら
四
四
度
四
三
分
四
九
秒
一
五

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

石
町
四
丁
目
の
室
木
二
等
三
角
点

三
二
度
一
三
分
二
四
・
六
五
〇
秒

度
三
八
分
五
八
秒
一
、
九
一
八
・

か
ら
四
四
度
四
三
分
二
〇
秒
八
六

か
ら
三
一
四
度
二
九
分
三
五
秒
〇

三

・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
二
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

及
び
８
の
地
点
と

の
地
点
を
結

（
北
緯
三
四
度
一
一
分
〇
五
・
七

）
（
以
下
「
基
準
点
」
と
い
う
。

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ん九）



平成 年 月 日 金曜日

（
五障

次
の

山 口

地下

（定期）県 報

山
建

の
位そ

第 号

三四五

公

七
）
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定

害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年

と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

名

及

び

番

松
市
潮
音
町
七
丁
目
三
二
〇
の
六

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

口
県
告
示
第
百
七
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

平
成
五
年
十
二
月
二
十
一
日

指

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町

岩
国
市

認
可
を
受
け
た
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県

山
口
県
知
事

二
井

関
成

認
可
の
年
月
日

告

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十

事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

山
口
県
知

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
（
メ

四
・
〇

五
・
〇

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

令
港
湾
第
七
一
三
号

ビ
ス
事
業
者
の
指
定

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四
二
・
三

一
九
九
・
三
一

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

変

更

に

係

る

事

項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
長
府

所
在
地

下
関
市
長
府

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社

西
日
本
ア

セ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

（
五
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
三

部
商
政
課
及
び
下
関
市
経
済
観

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

神
原
苑

二
丁
目
一
番

二
号

〃

〃

〃〃

社
会
福
祉
法
人

山
口
県
盲
人
福

祉
協
会

下
関
市
関
西

一
番
一
〇
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

合
同
会
社
や
ま

び
こ

光
市
大
字
三

七
八
〇
の
二

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
神
原

変

更

前

及
び
所
在
地

中
土
居
店

中
土
居
本
町
五
九
〇

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

大
阪
市
中
央
区
今
橋
二
丁
目
五

地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十

光
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

二

神
原
苑
小
野
田

障
害
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

大
字
東
高

九
一
五
の

〃

〃

〃〃

町

光
明
園

下
関
市
向

三
丁
目
七

号

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

行
う
事
業
所

名

称

所

在

輪

や
ま
び
こ
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

光
市
大
字

七
八
〇
の

〃

〃

〃

〃

町

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

番
八
号

岡
本

金
久

る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

泊
一
一
五

護

〃

〃

児
童
デ

イ
サ
ー

ビ
ス

〃

〃

洋
町
番
五

共
同
生

活
援
助

〃

〃

を

障
害
福

祉
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

指
定
年
月
日

地三
輪

二

居
宅
介

護

平
成
二
三
、

三
、

重
度
訪

問
介
護

〃

〃

田
市

生
活
介

〃 四

名 の働 〃〃〃 一〃

公

告



平成

一

年 月 日 金曜日

（
六土

県
営

た
の

縦
覧

山 口 県

一二

（定期）報

（
五大

二
十

岩
国当

部
商

第 号

四五

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域

〇
）
県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域
総
合

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ジ

所
在
地

岩
国
市
多
田
一
〇
〇

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

二
年
十
月
二
十
六
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

総
合
整
備
事
業
（
小
河
内
換
地

地
域
総
合
整
備
事
業
（
小
河
内

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
小
河

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

山
口
県
知

山
口
県
知

在
地

ュ
ン
テ
ン
ド
ー
岩
国
イ
ン
タ
ー

の
一

。 八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
三
四
七
）
に
係
る
大
規
模
小

十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
一
日

工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦

ア
ル
ク
中
土
居
店

ア区
）
換
地
計
画
書
の
写
し

換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

内
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

店 見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

覧
に
供
し
ま
す
。

ル
ク
長
府
中
土
居
店

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

選
挙
管

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
十
五
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

示
第
十
四
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

日
か
ら
同
年
四
月
四
日
ま
で

整
備
課

理
委
員
会

五

委
員
長

上

符

正

顕

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

上

符

正

顕

が が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 定期）県 報 第 号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
十
六
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り

委
員
長

上

符

正

顕

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

で
あ
る
。

六

出



平成 年 月 日 金曜日

が
あ

山 口 県

山
政

（定期）報

政
が
あ

第 号

山

っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
十
八
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
十
七
号

の
と
お
り
で
あ
る
。

長

上

符

正

顕

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

長

上

符

正

顕

立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
じ
や
ま

員
が
従
事
す
る
全
職
場

四

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

二

日
時

平
成
二
十
三
年
三
月
十
七

三

場
所

医
療
生
活
協
同
組
合
健
文

医
療
生
活
協
同
組
合
健
文
会

シ
ョ
ン
、
医
療
生
活
協
同
組

健
文
会
協
立
在
宅
介
護
支
援

き
、
医
療
生
活
協
同
組
合
健

た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

一

事
件賃

金
引
上
げ
の
要
求
に

増
員
の
要
求
に
関
す
る

労
働
条
件
の
改
善
の
要

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

雑

争
議
行
為
の
通
知

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

口
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労

に
お
い
て
山
口
県
民
主
医
療
機
関

を
実
施
す
る
。

日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま

会
宇
部
協
立
病
院
、
医
療
生
活
協

小
野
田
診
療
所
、
医
療
生
活
協
同

合
健
文
会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

セ
ン
タ
ー
、
医
療
生
活
協
同
組
合

文
会
協
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
ん
な

日

山
口

関
す
る
件

件求
に
関
す
る
件

に
関
す
る
件

報

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

働
組
合
か
ら
、
次
の
と
お
り
争
議

七

連
合
会
労
働
組
合
に
所
属
す
る
組

で
の
期
間

同
組
合
健
文
会
協
立
歯
科
診
療
所

組
合
健
文
会
虹
の
訪
問
看
護
ス
テ

ン
は
ば
た
き
、
医
療
生
活
協
同
組

健
文
会
協
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
げ

又
は
医
療
生
活
協
同
組
合
健
文
会

県
知
事

二

井

関

成

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

合 、ー合ん協 山し

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
印
刷

十
三
年
三
月
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


